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長野県（県民文化部）プレスリリース  令和５年（2023 年）７月７日 

 

「長野県パートナーシップ届出制度」の受付を開始します 

（問合せ先） 
担 当 県民文化部人権・男女共同参画課 
    佐々木、高橋 
電 話 026-235-7102（直通） 
ＦＡＸ 026-235-7389 
E-mail jinken-danjo@pref.nagano.lg.jp 

性的マイノリティの方が、大切なパートナーとともに、その人らしい人生を

送ることができるように、生活上の障壁を取り除くことを目指す「長野県パー

トナーシップ届出制度」に係る届出の受付を開始します。 

 

１ 制度の概要 

 ○双方又はいずれか一方が性的マイノリティであるお二人が、制度の利用を希望する

場合に、お互いを人生のパートナーとすることを県へ届け出ます。 

 ○県は、その届出を受領したことを証明する「届出受領証」等を交付します。 

 

２ 届出の受付 

令和５年７月 10日（月）から 

※届出の前に事前調整が必要となります。 

 

【事前調整の連絡先】 

電子申請（随時可） 

https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=34392 

電  話（開庁日の９時から 17時まで） 

026-235-7102（直通：長野県パートナーシップ届出制度担当） 

 

 

３ 届出受領証等の交付 

令和５年８月１日から届出受領証等を交付をします。 

 

４ その他 

県ホームページで制度の詳細をご案内しています。 

「長野県パートナーシップ届出制度のご案内」 

  https://www.pref.nagano.lg.jp/jinken-danjo/sogi/partnership.html 

https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=34392
https://www.pref.nagano.lg.jp/jinken-danjo/sogi/partnership.html
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